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令和7年版厚生労働白書 正誤表

「令和7年版厚生労働白書」において、掲載内容に誤りがございました。ご迷惑をお掛けしましたことをお詫びするとともに、以下のとおり訂正さ
せていただきます。

なお、HP上に掲載されている内容につきましては、修正が反映されております。

頁 該当箇所
修正内容

誤 正

資料編
169頁

概要

仕事と育児・介護の両立支援対策の推進

概　　要

希望するすべての労働者が育児や介護を行いながら安心して働くことができる社会の実現のため、出産後の継続就業率や男性の育児休
業取得率の向上等を目指し、育児・介護休業法に基づく両立支援制度の整備、両立支援制度を利用しやすい職場環境づくり等を行っている。

育児・介護休業法の概要

短時間勤務の措置等

賃金の支払義務なし／育児休業給付金（賃金の67％又は50％ ）、
出生後休業支援給付（賃金の13％）あり

賃金の支払義務なし／育児休業給付（賃金の
67％）、出生時休業支援給付（賃金の13％）あり

賃金の支払義務なし／介護休業給付金（賃金の67％）あり

賃金の支払義務なし

2歳に満たない子を養育する場合について、育児時短就業給付（短時間勤務期間中の賃金の10％）あり。

賃金の支払義務なし／取得事由の追加（感染症に伴う
学級閉鎖等、入園（入学）式・卒園式への参加）

育児休業 介護休業

□　子が1歳（保育所に入所できないなど、一定の場合は、最長2歳）に達するまで
の育児休業の権利を保障

　　※子が1歳に達するまでに分割して原則2回まで取得可能

□　対象家族1人につき、通算93日の範囲内で合計3回まで、介護休業の権利を保障

□　子の出生後8週間以内に4週間まで出生時育児休業（産後パパ育休）の権利を保障
　　※2回に分割して取得可能、育児休業とは別に取得可能

□　小学校3年生修了までの子を養育する場合に年5日（2人以上であれば年10日）ま
で取得できる（1日又は時間単位）

　　※勤続6月未満の労働者を労使協定に基づき除外する仕組みを廃止

□　小学校就学前（★）までの子を養育し、又は介護を行う労働者が請求した場合、所定外労働を制限
□　小学校就学前までの子を養育し、又は介護を行う労働者が請求した場合、月24時間、年150時間を超える時間外労働・深夜業（午後10時から午前5時まで）を制限

□　3歳に達するまでの子を養育する労働者について、短時間勤務の措置（1日原則6時間）を義務付け
□　介護を行う労働者について、3年間で2回以上利用できる①～④のいずれかの措置（※）を義務付け　※①短時間勤務制度、②フレックスタイム制、③始業・終業時刻の繰上げ・

繰下げ、④介護費用の援助措置

育児休業・介護休業等（★）の個別周知・意向確認、育児休業・介護休業等（★）を取得しやすい雇用環境整備の措置
□　事業主に、本人又は配偶者の妊娠・出産等の申出をした労働者に対して育児休業制度等の、介護に直面した旨の申出をした労働者に対して介護休業制度等の個別の周知・

利用意向確認を義務付け
□　事業主に、育児休業及び出生時育児休業（産後パパ育休）、介護休業及び介護両立支援制度等（※）の申出が円滑に行われるようにするため、研修や相談窓口の設置等の

雇用環境整備措置を講じることを義務付け
□　事業主に、労働者が介護に直面する前の早い段階（40歳等）の介護休業制度等に関する情報提供を義務付け
　　※介護両立支援制度等：①介護休暇に関する制度、②所定外労働の制限に関する制度、③時間外労働の制限に関する制度、④深夜業の制限に関する制度、⑤介護のための所定

労働時間の短縮等の措置

育児休業の取得状況の公表
□　常時雇用する労働者数が300人超（★）の事業主に、毎年1回男性の育児休業等の取得状況を公表することを義務付け

柔軟な働き方を実現するための措置等、個別の意向聴取・配慮（◆）
□　3歳から小学校就学前までの子を養育する労働者について、事業主は柔軟な働き方を実現するための措置（※）を講じ、当該労働者が選択して利用できるようにすること

を義務付け
　　※①始業時刻等の変更、②テレワーク等、③短時間勤務、④養育両立支援休暇の付与、⑤保育施設の設置運営その他これに準ずる便宜の供与　のうち事業主が2つ以上を選

択・措置
□　事業主に、労働者の子が3歳になる前の適切な時期において、事業主が選択して講じた措置等の個別の制度周知・利用意向確認を義務付け
□　事業主に、労働者が本人又は配偶者の妊娠・出産等の申出をしたとき及び労働者の子が3歳になる前の適切な時期の仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・聴取した

意向についての配慮を義務付け

不利益取扱いの禁止等
□　事業主が、育児休業・介護休業等を取得したこと、家族介護に直面した旨の申出をしたこと（★）等を理由として解雇その他の不利益取扱いをすることを禁止
□　事業主に、上司・同僚等からの育児休業・介護休業等等に関するハラスメントの防止措置を講じることを義務付け

※育児・介護休業法の規定は最低基準であり、事業主が法を上回る措置をとることは可能

実効性の確保
□　苦情処理・紛争解決援助、調停
□　勧告に従わない事業所名の公表

出生時育児休業（産後パパ育休）

子の看護等休暇（★）

□　介護等をする場合に年5日（対象家族が2人以上であれば年10日）まで取得でき
る（1日又は時間単位）　

　　※勤続6月未満の労働者を労使協定に基づき除外する仕組みを廃止（★）

介護休暇

所定外労働・時間外労働・深夜業の制限

※有期雇用労働者は、以下の期日までに労働契約（更新される場合には更新後の契
約）の期間が満了することが　明らかでない場合であれば各休業の取得が可能
○育児休業：子が1歳6か月に達する日

子の出生日又は出産予定日のいずれか遅い
方から起算して8週間を経過する日の翌日
から6か月を経過する日

○介護休業：取得予定日から起算して93日経過する日から6か月を経過する日

○出生時育児休業（産後パパ育休）：

※下線は、令和6年5月公布の改正法の内容
　（★）令和7年4月施行、（◆）令和7年10月施行

⑦
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仕事と育児・介護の両立支援対策の推進

概　　要

希望するすべての労働者が育児や介護を行いながら安心して働くことができる社会の実現のため、出産後の継続就業率や男性の育児休
業取得率の向上等を目指し、育児・介護休業法に基づく両立支援制度の整備、両立支援制度を利用しやすい職場環境づくり等を行っている。

育児・介護休業法の概要

短時間勤務の措置等

賃金の支払義務なし／育児休業給付金（賃金の67％又は50％ ）、
出生後休業支援給付金（賃金の13％）あり

賃金の支払義務なし／出生時育児休業給付金（賃金
の67％）、出生後休業支援給付金（賃金の13％）あり

賃金の支払義務なし／介護休業給付金（賃金の67％）あり

賃金の支払義務なし

2歳に満たない子を養育する場合について、育児時短就業給付金（短時間勤務期間中の賃金の10％）あり。

賃金の支払義務なし／取得事由の追加（感染症に伴う
学級閉鎖等、入園（入学）式・卒園式への参加）

育児休業 介護休業

□　子が1歳（保育所に入所できないなど、一定の場合は、最長2歳）に達するまで
の育児休業の権利を保障

　　※子が1歳に達するまでに分割して原則2回まで取得可能

□　対象家族1人につき、通算93日の範囲内で合計3回まで、介護休業の権利を保障

□　子の出生後8週間以内に4週間まで出生時育児休業（産後パパ育休）の権利を保障
　　※2回に分割して取得可能、育児休業とは別に取得可能

□　小学校3年生修了までの子を養育する場合に年5日（2人以上であれば年10日）ま
で取得できる（1日又は時間単位）

　　※勤続6月未満の労働者を労使協定に基づき除外する仕組みを廃止

□　小学校就学前（★）までの子を養育し、又は介護を行う労働者が請求した場合、所定外労働を制限
□　小学校就学前までの子を養育し、又は介護を行う労働者が請求した場合、月24時間、年150時間を超える時間外労働・深夜業（午後10時から午前5時まで）を制限

□　3歳に達するまでの子を養育する労働者について、短時間勤務の措置（1日原則6時間）を義務付け
□　介護を行う労働者について、3年間で2回以上利用できる①～④のいずれかの措置（※）を義務付け　※①短時間勤務制度、②フレックスタイム制、③始業・終業時刻の繰上げ・

繰下げ、④介護費用の援助措置

育児休業・介護休業等（★）の個別周知・意向確認、育児休業・介護休業等（★）を取得しやすい雇用環境整備の措置
□　事業主に、本人又は配偶者の妊娠・出産等の申出をした労働者に対して育児休業制度等の、介護に直面した旨の申出をした労働者に対して介護休業制度等の個別の周知・

利用意向確認を義務付け
□　事業主に、育児休業及び出生時育児休業（産後パパ育休）、介護休業及び介護両立支援制度等（※）の申出が円滑に行われるようにするため、研修や相談窓口の設置等の

雇用環境整備措置を講じることを義務付け
□　事業主に、労働者が介護に直面する前の早い段階（40歳等）の介護休業制度等に関する情報提供を義務付け
　　※介護両立支援制度等：①介護休暇に関する制度、②所定外労働の制限に関する制度、③時間外労働の制限に関する制度、④深夜業の制限に関する制度、⑤介護のための所定

労働時間の短縮等の措置

育児休業の取得状況の公表
□　常時雇用する労働者数が300人超（★）の事業主に、毎年1回男性の育児休業等の取得状況を公表することを義務付け

柔軟な働き方を実現するための措置等、個別の意向聴取・配慮（◆）
□　3歳から小学校就学前までの子を養育する労働者について、事業主は柔軟な働き方を実現するための措置（※）を講じ、当該労働者が選択して利用できるようにすること

を義務付け
　　※①始業時刻等の変更、②テレワーク等、③短時間勤務、④養育両立支援休暇の付与、⑤保育施設の設置運営その他これに準ずる便宜の供与　のうち事業主が2つ以上を選

択・措置
□　事業主に、労働者の子が3歳になる前の適切な時期において、事業主が選択して講じた措置等の個別の制度周知・利用意向確認を義務付け
□　事業主に、労働者が本人又は配偶者の妊娠・出産等の申出をしたとき及び労働者の子が3歳になる前の適切な時期の仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・聴取した

意向についての配慮を義務付け

不利益取扱いの禁止等
□　事業主が、育児休業・介護休業等を取得したこと、家族介護に直面した旨の申出をしたこと（★）等を理由として解雇その他の不利益取扱いをすることを禁止
□　事業主に、上司・同僚等からの育児休業・介護休業等等に関するハラスメントの防止措置を講じることを義務付け

※育児・介護休業法の規定は最低基準であり、事業主が法を上回る措置をとることは可能

実効性の確保
□　苦情処理・紛争解決援助、調停
□　勧告に従わない事業所名の公表

出生時育児休業（産後パパ育休）

子の看護等休暇（★）

□　介護等をする場合に年5日（対象家族が2人以上であれば年10日）まで取得でき
る（1日又は時間単位）　

　　※勤続6月未満の労働者を労使協定に基づき除外する仕組みを廃止（★）

介護休暇

所定外労働・時間外労働・深夜業の制限

※有期雇用労働者は、以下の期日までに労働契約（更新される場合には更新後の契
約）の期間が満了することが　明らかでない場合であれば各休業の取得が可能
○育児休業：子が1歳6か月に達する日

子の出生日又は出産予定日のいずれか遅い
方から起算して8週間を経過する日の翌日
から6か月を経過する日

○介護休業：取得予定日から起算して93日経過する日から6か月を経過する日

○出生時育児休業（産後パパ育休）：

※下線は、令和6年5月公布の改正法の内容
　（★）令和7年4月施行、（◆）令和7年10月施行

⑦
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仕事と育児・介護の両立支援対策の推進

概　　要

希望するすべての労働者が育児や介護を行いながら安心して働くことができる社会の実現のため、出産後の継続就業率や男性の育児休
業取得率の向上等を目指し、育児・介護休業法に基づく両立支援制度の整備、両立支援制度を利用しやすい職場環境づくり等を行っている。

育児・介護休業法の概要

短時間勤務の措置等

賃金の支払義務なし／育児休業給付金（賃金の67％又は50％ ）、
出生後休業支援給付（賃金の13％）あり

賃金の支払義務なし／育児休業給付（賃金の
67％）、出生時休業支援給付（賃金の13％）あり

賃金の支払義務なし／介護休業給付金（賃金の67％）あり

賃金の支払義務なし

2歳に満たない子を養育する場合について、育児時短就業給付（短時間勤務期間中の賃金の10％）あり。

賃金の支払義務なし／取得事由の追加（感染症に伴う
学級閉鎖等、入園（入学）式・卒園式への参加）

育児休業 介護休業

□　子が1歳（保育所に入所できないなど、一定の場合は、最長2歳）に達するまで
の育児休業の権利を保障

　　※子が1歳に達するまでに分割して原則2回まで取得可能

□　対象家族1人につき、通算93日の範囲内で合計3回まで、介護休業の権利を保障

□　子の出生後8週間以内に4週間まで出生時育児休業（産後パパ育休）の権利を保障
　　※2回に分割して取得可能、育児休業とは別に取得可能

□　小学校3年生修了までの子を養育する場合に年5日（2人以上であれば年10日）ま
で取得できる（1日又は時間単位）

　　※勤続6月未満の労働者を労使協定に基づき除外する仕組みを廃止

□　小学校就学前（★）までの子を養育し、又は介護を行う労働者が請求した場合、所定外労働を制限
□　小学校就学前までの子を養育し、又は介護を行う労働者が請求した場合、月24時間、年150時間を超える時間外労働・深夜業（午後10時から午前5時まで）を制限

□　3歳に達するまでの子を養育する労働者について、短時間勤務の措置（1日原則6時間）を義務付け
□　介護を行う労働者について、3年間で2回以上利用できる①～④のいずれかの措置（※）を義務付け　※①短時間勤務制度、②フレックスタイム制、③始業・終業時刻の繰上げ・

繰下げ、④介護費用の援助措置

育児休業・介護休業等（★）の個別周知・意向確認、育児休業・介護休業等（★）を取得しやすい雇用環境整備の措置
□　事業主に、本人又は配偶者の妊娠・出産等の申出をした労働者に対して育児休業制度等の、介護に直面した旨の申出をした労働者に対して介護休業制度等の個別の周知・

利用意向確認を義務付け
□　事業主に、育児休業及び出生時育児休業（産後パパ育休）、介護休業及び介護両立支援制度等（※）の申出が円滑に行われるようにするため、研修や相談窓口の設置等の

雇用環境整備措置を講じることを義務付け
□　事業主に、労働者が介護に直面する前の早い段階（40歳等）の介護休業制度等に関する情報提供を義務付け
　　※介護両立支援制度等：①介護休暇に関する制度、②所定外労働の制限に関する制度、③時間外労働の制限に関する制度、④深夜業の制限に関する制度、⑤介護のための所定

労働時間の短縮等の措置

育児休業の取得状況の公表
□　常時雇用する労働者数が300人超（★）の事業主に、毎年1回男性の育児休業等の取得状況を公表することを義務付け

柔軟な働き方を実現するための措置等、個別の意向聴取・配慮（◆）
□　3歳から小学校就学前までの子を養育する労働者について、事業主は柔軟な働き方を実現するための措置（※）を講じ、当該労働者が選択して利用できるようにすること

を義務付け
　　※①始業時刻等の変更、②テレワーク等、③短時間勤務、④養育両立支援休暇の付与、⑤保育施設の設置運営その他これに準ずる便宜の供与　のうち事業主が2つ以上を選

択・措置
□　事業主に、労働者の子が3歳になる前の適切な時期において、事業主が選択して講じた措置等の個別の制度周知・利用意向確認を義務付け
□　事業主に、労働者が本人又は配偶者の妊娠・出産等の申出をしたとき及び労働者の子が3歳になる前の適切な時期の仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・聴取した

意向についての配慮を義務付け

不利益取扱いの禁止等
□　事業主が、育児休業・介護休業等を取得したこと、家族介護に直面した旨の申出をしたこと（★）等を理由として解雇その他の不利益取扱いをすることを禁止
□　事業主に、上司・同僚等からの育児休業・介護休業等等に関するハラスメントの防止措置を講じることを義務付け

※育児・介護休業法の規定は最低基準であり、事業主が法を上回る措置をとることは可能

実効性の確保
□　苦情処理・紛争解決援助、調停
□　勧告に従わない事業所名の公表

出生時育児休業（産後パパ育休）

子の看護等休暇（★）

□　介護等をする場合に年5日（対象家族が2人以上であれば年10日）まで取得でき
る（1日又は時間単位）　

　　※勤続6月未満の労働者を労使協定に基づき除外する仕組みを廃止（★）

介護休暇

所定外労働・時間外労働・深夜業の制限

※有期雇用労働者は、以下の期日までに労働契約（更新される場合には更新後の契
約）の期間が満了することが　明らかでない場合であれば各休業の取得が可能
○育児休業：子が1歳6か月に達する日

子の出生日又は出産予定日のいずれか遅い
方から起算して8週間を経過する日の翌日
から6か月を経過する日

○介護休業：取得予定日から起算して93日経過する日から6か月を経過する日

○出生時育児休業（産後パパ育休）：

※下線は、令和6年5月公布の改正法の内容
　（★）令和7年4月施行、（◆）令和7年10月施行
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仕事と育児・介護の両立支援対策の推進

概　　要

希望するすべての労働者が育児や介護を行いながら安心して働くことができる社会の実現のため、出産後の継続就業率や男性の育児休
業取得率の向上等を目指し、育児・介護休業法に基づく両立支援制度の整備、両立支援制度を利用しやすい職場環境づくり等を行っている。

育児・介護休業法の概要

短時間勤務の措置等

賃金の支払義務なし／育児休業給付金（賃金の67％又は50％ ）、
出生後休業支援給付金（賃金の13％）あり

賃金の支払義務なし／出生時育児休業給付金（賃金
の67％）、出生後休業支援給付金（賃金の13％）あり

賃金の支払義務なし／介護休業給付金（賃金の67％）あり

賃金の支払義務なし

2歳に満たない子を養育する場合について、育児時短就業給付金（短時間勤務期間中の賃金の10％）あり。

賃金の支払義務なし／取得事由の追加（感染症に伴う
学級閉鎖等、入園（入学）式・卒園式への参加）

育児休業 介護休業

□　子が1歳（保育所に入所できないなど、一定の場合は、最長2歳）に達するまで
の育児休業の権利を保障

　　※子が1歳に達するまでに分割して原則2回まで取得可能

□　対象家族1人につき、通算93日の範囲内で合計3回まで、介護休業の権利を保障

□　子の出生後8週間以内に4週間まで出生時育児休業（産後パパ育休）の権利を保障
　　※2回に分割して取得可能、育児休業とは別に取得可能

□　小学校3年生修了までの子を養育する場合に年5日（2人以上であれば年10日）ま
で取得できる（1日又は時間単位）

　　※勤続6月未満の労働者を労使協定に基づき除外する仕組みを廃止

□　小学校就学前（★）までの子を養育し、又は介護を行う労働者が請求した場合、所定外労働を制限
□　小学校就学前までの子を養育し、又は介護を行う労働者が請求した場合、月24時間、年150時間を超える時間外労働・深夜業（午後10時から午前5時まで）を制限

□　3歳に達するまでの子を養育する労働者について、短時間勤務の措置（1日原則6時間）を義務付け
□　介護を行う労働者について、3年間で2回以上利用できる①～④のいずれかの措置（※）を義務付け　※①短時間勤務制度、②フレックスタイム制、③始業・終業時刻の繰上げ・

繰下げ、④介護費用の援助措置

育児休業・介護休業等（★）の個別周知・意向確認、育児休業・介護休業等（★）を取得しやすい雇用環境整備の措置
□　事業主に、本人又は配偶者の妊娠・出産等の申出をした労働者に対して育児休業制度等の、介護に直面した旨の申出をした労働者に対して介護休業制度等の個別の周知・

利用意向確認を義務付け
□　事業主に、育児休業及び出生時育児休業（産後パパ育休）、介護休業及び介護両立支援制度等（※）の申出が円滑に行われるようにするため、研修や相談窓口の設置等の

雇用環境整備措置を講じることを義務付け
□　事業主に、労働者が介護に直面する前の早い段階（40歳等）の介護休業制度等に関する情報提供を義務付け
　　※介護両立支援制度等：①介護休暇に関する制度、②所定外労働の制限に関する制度、③時間外労働の制限に関する制度、④深夜業の制限に関する制度、⑤介護のための所定

労働時間の短縮等の措置

育児休業の取得状況の公表
□　常時雇用する労働者数が300人超（★）の事業主に、毎年1回男性の育児休業等の取得状況を公表することを義務付け

柔軟な働き方を実現するための措置等、個別の意向聴取・配慮（◆）
□　3歳から小学校就学前までの子を養育する労働者について、事業主は柔軟な働き方を実現するための措置（※）を講じ、当該労働者が選択して利用できるようにすること

を義務付け
　　※①始業時刻等の変更、②テレワーク等、③短時間勤務、④養育両立支援休暇の付与、⑤保育施設の設置運営その他これに準ずる便宜の供与　のうち事業主が2つ以上を選

択・措置
□　事業主に、労働者の子が3歳になる前の適切な時期において、事業主が選択して講じた措置等の個別の制度周知・利用意向確認を義務付け
□　事業主に、労働者が本人又は配偶者の妊娠・出産等の申出をしたとき及び労働者の子が3歳になる前の適切な時期の仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・聴取した

意向についての配慮を義務付け

不利益取扱いの禁止等
□　事業主が、育児休業・介護休業等を取得したこと、家族介護に直面した旨の申出をしたこと（★）等を理由として解雇その他の不利益取扱いをすることを禁止
□　事業主に、上司・同僚等からの育児休業・介護休業等等に関するハラスメントの防止措置を講じることを義務付け

※育児・介護休業法の規定は最低基準であり、事業主が法を上回る措置をとることは可能

実効性の確保
□　苦情処理・紛争解決援助、調停
□　勧告に従わない事業所名の公表

出生時育児休業（産後パパ育休）

子の看護等休暇（★）

□　介護等をする場合に年5日（対象家族が2人以上であれば年10日）まで取得でき
る（1日又は時間単位）　

　　※勤続6月未満の労働者を労使協定に基づき除外する仕組みを廃止（★）

介護休暇

所定外労働・時間外労働・深夜業の制限

※有期雇用労働者は、以下の期日までに労働契約（更新される場合には更新後の契
約）の期間が満了することが　明らかでない場合であれば各休業の取得が可能
○育児休業：子が1歳6か月に達する日

子の出生日又は出産予定日のいずれか遅い
方から起算して8週間を経過する日の翌日
から6か月を経過する日

○介護休業：取得予定日から起算して93日経過する日から6か月を経過する日

○出生時育児休業（産後パパ育休）：

※下線は、令和6年5月公布の改正法の内容
　（★）令和7年4月施行、（◆）令和7年10月施行
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仕事と育児・介護の両立支援対策の推進

概　　要

希望するすべての労働者が育児や介護を行いながら安心して働くことができる社会の実現のため、出産後の継続就業率や男性の育児休
業取得率の向上等を目指し、育児・介護休業法に基づく両立支援制度の整備、両立支援制度を利用しやすい職場環境づくり等を行っている。

育児・介護休業法の概要

短時間勤務の措置等

賃金の支払義務なし／育児休業給付金（賃金の67％又は50％ ）、
出生後休業支援給付（賃金の13％）あり

賃金の支払義務なし／育児休業給付（賃金の
67％）、出生時休業支援給付（賃金の13％）あり

賃金の支払義務なし／介護休業給付金（賃金の67％）あり

賃金の支払義務なし

2歳に満たない子を養育する場合について、育児時短就業給付（短時間勤務期間中の賃金の10％）あり。

賃金の支払義務なし／取得事由の追加（感染症に伴う
学級閉鎖等、入園（入学）式・卒園式への参加）

育児休業 介護休業

□　子が1歳（保育所に入所できないなど、一定の場合は、最長2歳）に達するまで
の育児休業の権利を保障

　　※子が1歳に達するまでに分割して原則2回まで取得可能

□　対象家族1人につき、通算93日の範囲内で合計3回まで、介護休業の権利を保障

□　子の出生後8週間以内に4週間まで出生時育児休業（産後パパ育休）の権利を保障
　　※2回に分割して取得可能、育児休業とは別に取得可能

□　小学校3年生修了までの子を養育する場合に年5日（2人以上であれば年10日）ま
で取得できる（1日又は時間単位）

　　※勤続6月未満の労働者を労使協定に基づき除外する仕組みを廃止

□　小学校就学前（★）までの子を養育し、又は介護を行う労働者が請求した場合、所定外労働を制限
□　小学校就学前までの子を養育し、又は介護を行う労働者が請求した場合、月24時間、年150時間を超える時間外労働・深夜業（午後10時から午前5時まで）を制限

□　3歳に達するまでの子を養育する労働者について、短時間勤務の措置（1日原則6時間）を義務付け
□　介護を行う労働者について、3年間で2回以上利用できる①～④のいずれかの措置（※）を義務付け　※①短時間勤務制度、②フレックスタイム制、③始業・終業時刻の繰上げ・

繰下げ、④介護費用の援助措置

育児休業・介護休業等（★）の個別周知・意向確認、育児休業・介護休業等（★）を取得しやすい雇用環境整備の措置
□　事業主に、本人又は配偶者の妊娠・出産等の申出をした労働者に対して育児休業制度等の、介護に直面した旨の申出をした労働者に対して介護休業制度等の個別の周知・

利用意向確認を義務付け
□　事業主に、育児休業及び出生時育児休業（産後パパ育休）、介護休業及び介護両立支援制度等（※）の申出が円滑に行われるようにするため、研修や相談窓口の設置等の

雇用環境整備措置を講じることを義務付け
□　事業主に、労働者が介護に直面する前の早い段階（40歳等）の介護休業制度等に関する情報提供を義務付け
　　※介護両立支援制度等：①介護休暇に関する制度、②所定外労働の制限に関する制度、③時間外労働の制限に関する制度、④深夜業の制限に関する制度、⑤介護のための所定

労働時間の短縮等の措置

育児休業の取得状況の公表
□　常時雇用する労働者数が300人超（★）の事業主に、毎年1回男性の育児休業等の取得状況を公表することを義務付け

柔軟な働き方を実現するための措置等、個別の意向聴取・配慮（◆）
□　3歳から小学校就学前までの子を養育する労働者について、事業主は柔軟な働き方を実現するための措置（※）を講じ、当該労働者が選択して利用できるようにすること

を義務付け
　　※①始業時刻等の変更、②テレワーク等、③短時間勤務、④養育両立支援休暇の付与、⑤保育施設の設置運営その他これに準ずる便宜の供与　のうち事業主が2つ以上を選

択・措置
□　事業主に、労働者の子が3歳になる前の適切な時期において、事業主が選択して講じた措置等の個別の制度周知・利用意向確認を義務付け
□　事業主に、労働者が本人又は配偶者の妊娠・出産等の申出をしたとき及び労働者の子が3歳になる前の適切な時期の仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・聴取した

意向についての配慮を義務付け

不利益取扱いの禁止等
□　事業主が、育児休業・介護休業等を取得したこと、家族介護に直面した旨の申出をしたこと（★）等を理由として解雇その他の不利益取扱いをすることを禁止
□　事業主に、上司・同僚等からの育児休業・介護休業等等に関するハラスメントの防止措置を講じることを義務付け

※育児・介護休業法の規定は最低基準であり、事業主が法を上回る措置をとることは可能

実効性の確保
□　苦情処理・紛争解決援助、調停
□　勧告に従わない事業所名の公表

出生時育児休業（産後パパ育休）

子の看護等休暇（★）

□　介護等をする場合に年5日（対象家族が2人以上であれば年10日）まで取得でき
る（1日又は時間単位）　

　　※勤続6月未満の労働者を労使協定に基づき除外する仕組みを廃止（★）

介護休暇

所定外労働・時間外労働・深夜業の制限

※有期雇用労働者は、以下の期日までに労働契約（更新される場合には更新後の契
約）の期間が満了することが　明らかでない場合であれば各休業の取得が可能
○育児休業：子が1歳6か月に達する日

子の出生日又は出産予定日のいずれか遅い
方から起算して8週間を経過する日の翌日
から6か月を経過する日

○介護休業：取得予定日から起算して93日経過する日から6か月を経過する日

○出生時育児休業（産後パパ育休）：

※下線は、令和6年5月公布の改正法の内容
　（★）令和7年4月施行、（◆）令和7年10月施行

⑦
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仕事と育児・介護の両立支援対策の推進

概　　要

希望するすべての労働者が育児や介護を行いながら安心して働くことができる社会の実現のため、出産後の継続就業率や男性の育児休
業取得率の向上等を目指し、育児・介護休業法に基づく両立支援制度の整備、両立支援制度を利用しやすい職場環境づくり等を行っている。

育児・介護休業法の概要

短時間勤務の措置等

賃金の支払義務なし／育児休業給付金（賃金の67％又は50％ ）、
出生後休業支援給付金（賃金の13％）あり

賃金の支払義務なし／出生時育児休業給付金（賃金
の67％）、出生後休業支援給付金（賃金の13％）あり

賃金の支払義務なし／介護休業給付金（賃金の67％）あり

賃金の支払義務なし

2歳に満たない子を養育する場合について、育児時短就業給付金（短時間勤務期間中の賃金の10％）あり。

賃金の支払義務なし／取得事由の追加（感染症に伴う
学級閉鎖等、入園（入学）式・卒園式への参加）

育児休業 介護休業

□　子が1歳（保育所に入所できないなど、一定の場合は、最長2歳）に達するまで
の育児休業の権利を保障

　　※子が1歳に達するまでに分割して原則2回まで取得可能

□　対象家族1人につき、通算93日の範囲内で合計3回まで、介護休業の権利を保障

□　子の出生後8週間以内に4週間まで出生時育児休業（産後パパ育休）の権利を保障
　　※2回に分割して取得可能、育児休業とは別に取得可能

□　小学校3年生修了までの子を養育する場合に年5日（2人以上であれば年10日）ま
で取得できる（1日又は時間単位）

　　※勤続6月未満の労働者を労使協定に基づき除外する仕組みを廃止

□　小学校就学前（★）までの子を養育し、又は介護を行う労働者が請求した場合、所定外労働を制限
□　小学校就学前までの子を養育し、又は介護を行う労働者が請求した場合、月24時間、年150時間を超える時間外労働・深夜業（午後10時から午前5時まで）を制限

□　3歳に達するまでの子を養育する労働者について、短時間勤務の措置（1日原則6時間）を義務付け
□　介護を行う労働者について、3年間で2回以上利用できる①～④のいずれかの措置（※）を義務付け　※①短時間勤務制度、②フレックスタイム制、③始業・終業時刻の繰上げ・

繰下げ、④介護費用の援助措置

育児休業・介護休業等（★）の個別周知・意向確認、育児休業・介護休業等（★）を取得しやすい雇用環境整備の措置
□　事業主に、本人又は配偶者の妊娠・出産等の申出をした労働者に対して育児休業制度等の、介護に直面した旨の申出をした労働者に対して介護休業制度等の個別の周知・

利用意向確認を義務付け
□　事業主に、育児休業及び出生時育児休業（産後パパ育休）、介護休業及び介護両立支援制度等（※）の申出が円滑に行われるようにするため、研修や相談窓口の設置等の

雇用環境整備措置を講じることを義務付け
□　事業主に、労働者が介護に直面する前の早い段階（40歳等）の介護休業制度等に関する情報提供を義務付け
　　※介護両立支援制度等：①介護休暇に関する制度、②所定外労働の制限に関する制度、③時間外労働の制限に関する制度、④深夜業の制限に関する制度、⑤介護のための所定

労働時間の短縮等の措置

育児休業の取得状況の公表
□　常時雇用する労働者数が300人超（★）の事業主に、毎年1回男性の育児休業等の取得状況を公表することを義務付け

柔軟な働き方を実現するための措置等、個別の意向聴取・配慮（◆）
□　3歳から小学校就学前までの子を養育する労働者について、事業主は柔軟な働き方を実現するための措置（※）を講じ、当該労働者が選択して利用できるようにすること

を義務付け
　　※①始業時刻等の変更、②テレワーク等、③短時間勤務、④養育両立支援休暇の付与、⑤保育施設の設置運営その他これに準ずる便宜の供与　のうち事業主が2つ以上を選

択・措置
□　事業主に、労働者の子が3歳になる前の適切な時期において、事業主が選択して講じた措置等の個別の制度周知・利用意向確認を義務付け
□　事業主に、労働者が本人又は配偶者の妊娠・出産等の申出をしたとき及び労働者の子が3歳になる前の適切な時期の仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・聴取した

意向についての配慮を義務付け

不利益取扱いの禁止等
□　事業主が、育児休業・介護休業等を取得したこと、家族介護に直面した旨の申出をしたこと（★）等を理由として解雇その他の不利益取扱いをすることを禁止
□　事業主に、上司・同僚等からの育児休業・介護休業等等に関するハラスメントの防止措置を講じることを義務付け

※育児・介護休業法の規定は最低基準であり、事業主が法を上回る措置をとることは可能

実効性の確保
□　苦情処理・紛争解決援助、調停
□　勧告に従わない事業所名の公表

出生時育児休業（産後パパ育休）

子の看護等休暇（★）

□　介護等をする場合に年5日（対象家族が2人以上であれば年10日）まで取得でき
る（1日又は時間単位）　

　　※勤続6月未満の労働者を労使協定に基づき除外する仕組みを廃止（★）

介護休暇

所定外労働・時間外労働・深夜業の制限

※有期雇用労働者は、以下の期日までに労働契約（更新される場合には更新後の契
約）の期間が満了することが　明らかでない場合であれば各休業の取得が可能
○育児休業：子が1歳6か月に達する日

子の出生日又は出産予定日のいずれか遅い
方から起算して8週間を経過する日の翌日
から6か月を経過する日

○介護休業：取得予定日から起算して93日経過する日から6か月を経過する日

○出生時育児休業（産後パパ育休）：

※下線は、令和6年5月公布の改正法の内容
　（★）令和7年4月施行、（◆）令和7年10月施行
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年表

年号 総理大臣 厚生労働大臣 時　代　背　景 施　　策　　等

02 2年 新型コロナウイルス感染症の
発生／全国に緊急事態宣言

元年 ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関す
る法律

元年 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保
等に関する法律等の一部を改正する法律

元年 母子保健法の一部を改正する法律
02年 労働基準法の一部を改正する法律
02年 雇用保険法等の一部を改正する法律

02年 年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改
正する法律

02年 地域共生社会の実現のための社会福祉法等の一部を改
正する法律

02年 新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための
雇用保険法の臨時特例等に関する法律

菅 田村（9月〜） 02年 予防接種法及び検疫法の一部を改正する法律

03 3年 東京オリンピック 03年 良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を
推進するための医療法等の一部を改正する法律

03年 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者
の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する
法律

03年 全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保
険法等の一部を改正する法律

03年 特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支
給に関する法律

03年 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する
特別措置法の一部を改正する法律

岸田 後藤（10月〜）
04 4年 団塊世代が75歳へ 04年 雇用保険法等の一部を改正する法律

04年 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保
等に関する法律等の一部を改正する法律

04年 児童福祉法等の一部を改正する法律

加藤（8月〜） 04年 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する
法律等の一部を改正する法律

04年 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するた
めの法律等の一部を改正する法律

05 05年 駐留軍関係離職者等臨時措置法及び国際協定の締結等
に伴う漁業離職者に関する臨時措置法の一部を改正す
る法律

05年 戦没者等の妻に対する特別給付金支給法等の一部を改
正する法律

05年 全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するた
めの健康保険法等の一部を改正する法律

05年 生活衛生等関係行政の機能強化のための関係法律の整
備に関する法律

05年 国立健康危機管理研究機構法
05年 生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の

整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律
武見（9月〜） 05年 大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正

する法律

06 福岡（10月〜） 6年 能登半島地震 06年 日オーストリア社会保障協定署名
06年 生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律
06年 雇用保険法等の一部を改正する法律
06年 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者

の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法
の一部を改正する法律

06年 再生医療等の安全性の確保等に関する法律及び臨床研
究法の一部を改正する法律

06年 出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適
正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を
改正する法律
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年号 総理大臣 厚生労働大臣 時　代　背　景 施　　策　　等

02 2年 新型コロナウイルス感染症の
発生／全国に緊急事態宣言

元年 ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関す
る法律

元年 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保
等に関する法律等の一部を改正する法律

元年 母子保健法の一部を改正する法律
02年 労働基準法の一部を改正する法律
02年 雇用保険法等の一部を改正する法律

02年 年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改
正する法律

02年 地域共生社会の実現のための社会福祉法等の一部を改
正する法律

02年 新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための
雇用保険法の臨時特例等に関する法律

菅 田村（9月〜） 02年 予防接種法及び検疫法の一部を改正する法律

03 3年 東京オリンピック 03年 良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を
推進するための医療法等の一部を改正する法律

03年 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者
の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する
法律

03年 全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保
険法等の一部を改正する法律

03年 特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支
給に関する法律

03年 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する
特別措置法の一部を改正する法律

岸田 後藤（10月〜）
04 4年 団塊世代が75歳へ 04年 雇用保険法等の一部を改正する法律

04年 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保
等に関する法律等の一部を改正する法律

04年 児童福祉法等の一部を改正する法律

加藤（8月〜） 04年 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する
法律等の一部を改正する法律

04年 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するた
めの法律等の一部を改正する法律

05 05年 駐留軍関係離職者等臨時措置法及び国際協定の締結等
に伴う漁業離職者に関する臨時措置法の一部を改正す
る法律

05年 戦没者等の妻に対する特別給付金支給法等の一部を改
正する法律

05年 全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するた
めの健康保険法等の一部を改正する法律

05年 生活衛生等関係行政の機能強化のための関係法律の整
備に関する法律

05年 国立健康危機管理研究機構法
05年 生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の

整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律
武見（9月〜） 05年 大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正

する法律

06 石破 福岡（10月〜） 6年 能登半島地震 06年 日オーストリア社会保障協定署名
06年 生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律
06年 雇用保険法等の一部を改正する法律
06年 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者

の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法
の一部を改正する法律

06年 再生医療等の安全性の確保等に関する法律及び臨床研
究法の一部を改正する法律

06年 出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適
正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を
改正する法律
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令和7年10月31日

令和7年版厚生労働白書 正誤表

「令和7年版厚生労働白書」において、掲載内容に誤りがございました。ご迷惑をお掛けしましたことをお詫びするとともに、以下のとおり訂正さ
せていただきます。

なお、HP上に掲載されている内容につきましては、修正が反映されております。

頁 該当箇所
修正内容

誤 正

本文 
190頁

7行目 前年比で2万5千人減少した 前年比で2万6千人減少した


